
平成２６年１２月１１日提出   

 

   市道の廃止について 

 

 市道を次のように廃止する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

議案番号 路 線 名 
起      点 重要な

経過地終      点 

議第４９２号 
鶴羽田町 

 第３５号線 

鶴羽田町５１９番８ 地先
 

鶴羽田町５１９番９ 地先

議第４９３号 
四方寄町 

 第４号線 

四方寄町４３９番１ 地先
 

四方寄町３２９番１ 地先

 

 （提出理由） 

  管理引継に伴う市道廃止について、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０

条第３項の規定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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